
税制上の優遇措置について 

東京農工大学へのご寄附に対しまして、以下の税制上の優遇措置が受けられます。 

法人からのご寄附の場合 
法人税の損金算入（法人税法第３７条第３項第２号） 
当該寄附金の額を全額損金算入することができます。 

 
個人からのご寄附の場合 

所得税の寄附金控除（所得税法第７８条第２項第２号）  
当該寄附金の額から 5 千円を引いた額が、所得税の課税所得から控除されます。 

 
個人住民税の寄附金税額控除（地方税法第 37 条の 2、第 314 条の 7） 
平成 20 年度の税制改正により、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、都道府県・区市

町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で指定したものについて、個人住民税（個人都

民税・個人市町村民税）の寄附金税額控除の対象となりました。 
東京農工大学は現在、東京都、東京都府中市、東京都小金井市から指定を受けています。 
本学にご寄付いただいた方で、寄附した翌年の１月１日に該当する地域にお住まいの方は、個人住民税

の寄附金税額控除が受けられます。 
詳細は、以下をご覧ください。 

本学にご寄附いただいた方で東京都（府中市・小金井市以外の区市町村）にお住まいの皆様へ 

本学にご寄附いただいた方で東京都府中市にお住まいの皆様へ 

本学にご寄附いただいた方で東京都小金井市にお住まいの皆様へ 

 

 



 
本学にご寄附いただいた方で東京都（府中市・小金井市以外の区市町村）にお住まいの皆

様へ 

 

東京農工大学 

 

個人住民税（都民税）の税額控除について 

 

平成 20 年度の税制改正により、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、

都道府県・市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で指定したものに

ついて、個人住民税（個人都民税・個人市町村民税）の寄附金税額控除の対象となりま

した。 

東京農工大学は東京都から指定を受けていますので、本学にご寄附いただいた方で、

寄附した翌年の１月１日に東京都にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除が受

けられます。 

 

１．対象となる方 

平成２１年１月１日以降に本学にご寄附いただいた個人（法人代表者としてのご

寄附は対象外）で、寄附した翌年の１月１日に東京都内にお住まいの方が対象とな

ります。 

 

２．寄附金控除の手続き 

確定申告書を所轄の税務署に提出することにより、所得税の寄附金控除及び個人

住民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。申告にあたっては本学が発

行する領収証※が必要となります。 

なお、所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の

寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の１月

１日現在お住まいの区市町村へ申告してください。 

※「東京農工大学創基140周年・同窓会創立50周年合同記念事業募金」へのご寄付で、専用

払込用紙によりゆうちょ銀行・郵便局からお振込みいただいた場合は払込時に受け取る

受領証の裏面が本学の領収証となっておりますので大切に保管ください。 

※区市町村民税の税額控除も受けられるかどうかは、区市町村によって決められています

ので、お住まいの区市町村の区市町村民税担当課にお問い合わせください。 

 

３．控除額の算定方法 

（寄附金額－５千円）×４％に相当する額が都民税から税額控除 

＊５千円を超える寄附金が控除対象となります。控除対象限度額は総所得金額等の30％です。 

＊当該寄附金が住所地の市区町村が指定した控除対象寄附金に該当する場合、別途、個人市区町村

民税額から（寄附金額－5000円）×６％に相当する金額が控除されます。 

 

４．参考 

○総務省ホームページ（個人住民税における寄附金控除制度について） 

http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html 

○東京都主税局ホームページ 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/ 



本学にご寄附いただいた方で東京都府中市にお住まいの皆様へ 

 

東京農工大学 

 

個人住民税（都民税・市民税）の税額控除について 

 

平成 20 年度の税制改正により、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、

都道府県・市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で指定したものに

ついて、個人住民税（個人都民税・個人市町村民税）の寄附金税額控除の対象となりま

した。 

東京農工大学は東京都及び東京都府中市から指定を受けていますので、本学にご寄附

いただいた方で、寄附した翌年の１月１日に東京都府中市にお住まいの方は、個人住民

税の寄附金税額控除が受けられます。 

 

１．対象となる方 

平成２１年１月１日以降に本学にご寄附いただいた個人（法人代表者としてのご

寄附は対象外）で、寄附した翌年の１月１日に東京都府中市内にお住まいの方が対

象となります。 

 

２．寄附金控除の手続き 

確定申告書を所轄の税務署に提出することにより、所得税の寄附金控除及び個人

住民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。申告にあたっては本学が発

行する領収証※が必要となります。 

なお、所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の

寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の１月

１日現在お住まいの区市町村へ申告してください。 

※「東京農工大学創基140周年・同窓会創立50周年合同記念事業募金」へのご寄付で、専用

払込用紙によりゆうちょ銀行・郵便局からお振込みいただいた場合は払込時に受け取る

受領証の裏面が本学の領収証となっておりますので大切に保管ください。 

 

３．控除額の算定方法 

都民税分：（寄附金額－５千円）×４％に相当する額が都民税から税額控除 

市民税分：（寄附金額－５千円）×６％に相当する額が市民税から税額控除 

＊５千円を超える寄附金が控除対象となります。控除対象限度額は総所得金額等の30％です。 

（例）200,000円ご寄附いただいた場合の税額控除額 

都民税分：（200,000円－5,000円）×4％＝ 7,800円 

市民税分：（200,000円－5,000円）×6％＝11,700円 

                        計19,500円が住民税から税額控除 

 

４．参考 

○総務省ホームページ（個人住民税における寄附金控除制度について） 

http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html 

○東京都主税局ホームページ 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/ 

 



本学にご寄附いただいた方で東京都小金井市にお住まいの皆様へ 

 

東京農工大学 

 

個人住民税（都民税・市民税）の税額控除について 

 

平成 20 年度の税制改正により、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、

都道府県・市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で指定したものに

ついて、個人住民税（個人都民税・個人市町村民税）の寄附金税額控除の対象となりま

した。 

東京農工大学は東京都及び東京都小金井市から指定を受けていますので、本学にご寄

附いただいた方で、寄附した翌年の１月１日に東京都小金井市にお住まいの方は、個人

住民税の寄附金税額控除が受けられます。 

 

１．対象となる方 

平成２１年１月１日以降に本学にご寄附いただいた個人（法人代表者としてのご

寄附は対象外）で、寄附した翌年の１月１日に東京都小金井市内にお住まいの方が

対象となります。 

 

２．寄附金控除の手続き 

確定申告書を所轄の税務署に提出することにより、所得税の寄附金控除及び個人

住民税の寄附金税額控除の双方の適用が受けられます。申告にあたっては本学が発

行する領収証※が必要となります。 

なお、所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の

寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の１月

１日現在お住まいの区市町村へ申告してください。 

※「東京農工大学創基140周年・同窓会創立50周年合同記念事業募金」へのご寄付で、専用

払込用紙によりゆうちょ銀行・郵便局からお振込みいただいた場合は払込時に受け取る

受領証の裏面が本学の領収証となっておりますので大切に保管ください。 

 

３．控除額の算定方法 

都民税分：（寄附金額－５千円）×４％に相当する額が都民税から税額控除 

市民税分：（寄附金額－５千円）×６％に相当する額が市民税から税額控除 

＊５千円を超える寄附金が控除対象となります。控除対象限度額は総所得金額等の30％です。 

（例）200,000円ご寄附いただいた場合の税額控除額 

都民税分：（200,000円－5,000円）×4％＝ 7,800円 

市民税分：（200,000円－5,000円）×6％＝11,700円 

                        計19,500円が住民税から税額控除 

 

４．参考 

○総務省ホームページ（個人住民税における寄附金控除制度について） 

http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html 

○東京都主税局ホームページ 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/ 
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